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内容及び手続の説明及び同意

• 訪問看護の提供の開始について利用申込者から得る同意は、利用者及び訪問看護事業者双方の

保護の立場から書面によって確認するようにすること。

• 訪問看護の提供の開始に際し、利用申込者の同意を得たことが確認できる書面を保管している

が、これについては、利用申込者に交付して説明した文書と一体化した書類とすることにより、

利用契約した内容及び同意を得た内容を明確にしておくこと。

• 訪問看護利用契約書において、利用者等の署名日が訪問看護の提供開始後になっているものが

見られたため、実際に訪問看護の提供について説明し同意を得た日付が分かるよう、記録を整

備すること。

• 訪問看護利用契約書において、契約期間の記載漏れが見られたため、不備のない書類の作成・

保存に努めること。

• 重要事項説明書について、利用申込者の署名欄を設け、書面により同意を確認しているが、併

せて日付（同意年月日）の記入欄を設けるなど、訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、

説明を行い同意を得たことが分かるよう、記録を整備すること。

• 重要事項説明書について、説明年月日の記載が漏れている事例があったため、契約書等は適正

に作成すること。

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

• 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画書に沿った訪問看護計画書の作成や訪問

看護の提供が必要であるため、居宅サービス計画書の内容は必ず確認すること。（前回の居宅

サービス計画書と変更がない場合でも、出席したサービス担当者会議の記録を残し、それが確

認できるよう居宅サービス計画書（写し）を保存するなど記録を整備すること。）

１ 指導事例（訪問看護）
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サービスの提供の記録、記録の整備

• 居宅サービス計画上は看護師が訪問することとされていて、事業所の事情で看護師と准看護師

の２人が利用者の居宅を訪問し、看護師が訪問する場合の所定単位数を算定した場合について、

サービス提供記録（訪問看護記録書）の訪問看護職員として、准看護師の氏名のみ記載してい

る事例が見られたため、記録は正確に行い、かつ、それを保存することについて、記録者が注

意するだけでなく、事業者としてチェックできる体制を整備すること。

• 訪問看護（特に看護業務の一環としてのリハビリテーション）を提供した際は、提供した具体

的なサービスの内容等を訪問看護記録書に記録すること。

主治の医師との関係

• 訪問看護指示書の内容に疑義等がある場合は、主治医と連携を図り必要な修正を求めるなど、

訪問看護計画書の作成に当たっては、主治医の指示を踏まえた内容となるよう注意すること。

• 訪問看護指示書における訪問看護指示期間について、指示書の交付年月日以前の日付となって

いる事例が見られたため、訪問看護計画書の作成や訪問看護の提供に支障がないよう主治医と

連携を図り適切に対応すること。

１ 指導事例（訪問看護）
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訪問看護計画書の作成

• 訪問看護の提供は訪問看護計画書に基づき行われるものであるため、訪問看護計画書は、初回

のサービス提供前に作成し、その主要な事項について利用者に説明し、同意を得ること。

• 訪問看護計画書の内容について利用者から得た同意は、利用者及び訪問看護事業者双方の保護

の立場から、書面により確認するようにすること。

• 訪問看護計画書の内容についての同意を確認するための利用者署名が得られない場合の記録の

方法（代筆の取扱いを含む。）について整理し、適切に対応すること。

• 訪問看護計画書に記載された利用者の署名日が、同計画書に基づく訪問看護の提供後になって

いるものが見られたが、利用者の事情で署名が遅れた場合は、実際に訪問看護計画について説

明し同意を得た日付が分かるように記録を整備すること。

• 訪問看護計画書の作成に当たっては、居宅サービス計画書に沿ったものとなるよう、利用者の

要介護度についても確認すること。

• 訪問看護計画書の計画期間及び作成日について、誤りがないよう注意すること。

• 訪問看護計画を変更した場合は、利用者の同意を得た、変更後の計画書を保存しておくこと。

• 訪問看護計画書は、計画期間終了後も（契約終了により一連のサービス提供が終了した日から

２年間）保管しておくこと。

訪問看護報告書の作成

• 訪問看護報告書の作成日の誤記が見られたため、不備のない書類の作成・保存に努めること。

１ 指導事例（訪問看護）
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管理者の責務、勤務体制の確保等

• 看護師等の月ごとの勤務表には、非常勤の看護職員も記載し、管理者は従業者の管理を適切に

行うこと。

• 看護師等の月ごとの勤務表において、管理者が看護職員を兼ねる場合は、それぞれの職務に従

事する時間を区分し、日々の勤務時間や兼務関係を明確にすること。

勤務体制の確保等

• 看護師等の資質の向上のために行う研修（業務継続計画に係る研修及び訓練、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練並びに虐待防止のための研修を含む。）は、非常勤職員

を含めた全員が受講できるよう実施し、職員教育を組織的に行うこと。

• 適切な訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当の範囲を超えたものにより看護師等の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じること。

業務継続計画の策定等

• 策定した業務継続計画に従い、必要な措置として、看護師等に対して年 1 回以上定期的に研修

及び訓練（シミュレーション）を実施すること。 また、当該研修等の実施内容は記録すること。

• 業務継続計画に従い講じる措置に関し、研修と訓練（シミュレーション）の位置付けを明確に

し、それぞれを実施したことが分かるよう記録を整備すること。

１ 指導事例（訪問看護）
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衛生管理等

• 看護師等の健康状態の把握と看護師等が感染源となることを予防するため、健康診断は全ての

職員（管理者や法人役員が訪問看護に従事する場合は、その職員を含む。）について実施する

こと。

• 手洗い場に設置するタオルは、感染予防の観点から、ペーパータオルにすること。

• 手洗い場に設置しているペーパータオルは、感染予防の観点から、平置きするのではなく、上

から下に引き抜いて使用できるように設置するなど、適切な環境を整えること。

• 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会について、おおむね６月に１回

以上定期的に開催すること。

• 感染症の予防及びまん延の防止のための指針について、報告先行政機関名が記載されていない

など、発生時の対応として規定した事項に不明瞭な箇所が見られたため、内容を見直し整備す

ること。

• 感染症の予防及びまん延の防止のための対策検討委員会と職員研修・訓練を同日に実施した場

合は、それぞれを開催・実施したことが分かるよう記録を整備すること。

• 感染症の予防及びまん延の防止のための研修について、実施した場合は、その内容を記録する

こと。

掲示

• 運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム）

に掲載すること。

• 運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項について、事業所の見やすい場所に掲示する、又は、利用申込者等が自由に閲

覧可能な形で事業所内に備え付けること。

１ 指導事例（訪問看護）
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苦情処理

• 苦情処理については、その相談窓口だけではなく、処理の体制及び手順等当該事業所における

苦情を処理するために講ずる措置の概要も明らかにしておくこと。

虐待の防止

• 虐待防止検討委員会と虐待防止のための研修を同日に実施した場合は、それぞれを開催・実施

したことが分かるよう記録を整備すること。

各種加算

• 各種加算（複数名訪問加算、緊急時訪問看護加算等）の算定について、利用者又はその家族等

から得た同意は、利用者及び訪問看護事業者双方の保護の立場から、書面により確認するよう

にすること。

• 各種加算の算定に当たり使用している同意書の様式について、同意しない場合の記載方法を検

討し、同意の有無が明確になるよう整備すること。

訪問看護費

• 准看護師が訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定するこ

と。

【根拠】平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号

１ 指導事例（訪問看護）
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高齢者虐待防止措置未実施減算

• 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じていない場合は、介護給付費算定に係る

体制等に関する届出書を提出の上、利用者全員について所定単位数の100分の１に相当する単位

数を所定単位数から減算すること。

【根拠】平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導

及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年 3 月 1 日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画

課長通知。以下「老企第36号」という。）第 2 の 4(9)

複数名訪問加算

• 複数名訪問加算の算定に当たっては、２人の看護師等が同時に訪問看護を行う事情を訪問看護

記録に記載するなど、算定要件を満たしていることが分かるようにしておくこと。

【根拠】平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号

老企第36号第 2 の 4(12)

同一敷地内建物等居住者減算

• 訪問看護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対して訪問看護を行った場合は、1回につき

所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すること。

【根拠】平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号

老企第36号第 2 の 4(14)

１ 指導事例（訪問看護）
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緊急時訪問看護加算

• 緊急時訪問看護加算を算定し、緊急時訪問を行った場合において、１月以内の１回目の緊急時

訪問について早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定しないこと。

【根拠】老企第36号第 2 の 4(18)

ターミナルケア加算

• ターミナルケア加算の算定に当たっては、看取りを含めた終末期看護に係る計画を明確にし、

利用者及びその家族等に対して説明を行うとともに、終末期の身体状況の変化、療養や死別に

対する利用者等の精神的な状態の変化やこれに対するケアの経過などターミナルケアの提供に

必要な事項を適切に訪問看護記録書に記録すること。

【根拠】老企第36号第 2 の 4(21)

理学療法士等の訪問による減算

• 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問について、当該事

業所における前年度の理学療法士等による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている

場合は、1回につき8単位を所定単位数から減算すること。

【根拠】平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号

老企第36号第 2 の 4(4)

１ 指導事例（訪問看護）
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初回加算

• 初回加算について、医療保険の訪問看護に続けて介護保険の訪問看護を行った場合は算定しな

いこと。

• 初回の訪問看護を行った日が病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日でない場

合は、初回加算（Ⅰ）ではなく初回加算（Ⅱ）を算定すること。

【根拠】平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号

老企第36号第 2 の 4(25)

退院時共同指導加算

• 退院時共同指導加算の算定において、退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記

録書に記録すること。

【根拠】老企第36号第 2 の 4(26)

サービス提供体制強化加算

• サービス提供体制強化加算の算定において、作成する研修計画は、事業所の従事者の資質向上

のための研修内容の全体像と当該研修のための勤務体制の確保を定めるとともに、従事者につ

いて個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を従事者ごとに定めた計画とする

こと。

【根拠】老企第36号第 2 の 4(30)

１ 指導事例（訪問看護）
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訪問リハビリテーション計画の作成

• 訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者に対して説明し、

利用者の同意を得ること。また、その同意については、利用者及び訪問リハビリテーション事

業者双方の保護の立場から、書面により確認するようにすること。

• 訪問リハビリテーション計画を作成した際は、当該計画を利用者に交付すること。

業務継続計画の策定等

• 策定された業務継続計画に、内容として不十分な箇所が多く見られたため、事業所の実態に応

じた当該計画を早急に整備すること。

サービスの提供の記録、記録の整備

• リハビリテーション実施記録において、理学療法士と介護職員とで日にちの記載が異なる事例

や、支援経過記録におけるサービス担当者会議の開催日の記載漏れが見られたので、正確な記

録の整備に努めること。

通所リハビリテーションの具体的取扱方針、記録の整備

• リハビリテーション指示箋において、記載日（指示日）が「発症日」の欄に記載されているた

め、指示日が明確となるよう様式を見直すなど、適切な記録の整備に努めること。

非常災害対策

• 非常災害に関する具体的な計画（火災、地震、風水害等を含む災害に対処するための計画）を

整備するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

１ 指導事例（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション）
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２ ホームページ案内

保健所医務薬
務課担当ペー
ジ一覧

介護保険事業者
(訪問看護、訪
問リハビリテー
ション、居宅療
養管理指導、通
所リハビリ
テーション、短
期入所療養介護、
介護老人保健施
設、介護医療
院)の皆様へ
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２ ホームページ案内

介護保険事業者
(訪問看護、訪
問リハビリテー
ション、居宅療
養管理指導、通
所リハビリ
テーション、短
期入所療養介護、
介護老人保健施
設、介護医療
院)の皆様へ
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